
第968条（自筆証書遺言）
１　自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、
　その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押
　さなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと
　一体のものとして相続財産（第997条第1項に規
　定する場合における同項に規定する権利を含
　む。）の全部又は一部の目録を添付する場合に
　は、その目録については、自書することを要しな
　い。この場合において、遺言者は、その目録の毎
　葉（自書によらない記載がその両面にある場合
　にあっては、その両面）に署名し、印を押さなけ
　ればならない。
３　（略）

第1012条（遺言執行者の権利義務）
１　 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
　相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一
　切の行為をする権利義務を有する。
２　 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、
　遺言執行者のみが行うことができる。
３　（略）
第1015条（遺言執行者の行為の効果）
　　遺言執行者がその権限内において遺言執
行者であることを示してした行為は、相続人
に対して直接にその効力を生ずる。

第1014条（特定財産に関する遺言の執行）
１　（略）
２　 遺産の分割の方法の指定として遺産に属す
　る特定の財産を共同相続人の一人又は数人に
　承継させる旨の遺言（以下、「特定財産承継遺
　言」という。）があったときは、遺言執行者は、当
　該共同相続人が第899条の2第1項に規定する
　対抗要件を備えるために必要な行為をすること
　ができる。
３　前項の財産が預貯金債権である場合には、
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を利用した場合、民法1004条1項の規定にかか
わらず、家庭裁判所への検認手続は不要となり
ます（遺言書保管法11条）。

3　遺言執行者の権限の明確化等

（１）遺言執行者の法的地位及び権限の明確化
　　改正の趣旨としては、遺言執行者の法的地
位と権限を明確化し、遺言執行者と相続人との
トラブルの発生を防止するという点にあります。
これにより、遺言執行者は、遺言の内容を実現
することを職務とするもので、必ずしも相続人の
利益のために職務を行うものではないことが明
確にされました（最判昭和30年5月10日民集9巻
6号657頁参照）。

　　また、旧法1015条「遺言執行者は、相続人の
代理人とみなす。」は削除され（代理人構成の
否定）、遺言執行者の行為の効果は相続人に
直接帰属することとされました。

　　施行時期・経過措置としては、2019年7月1日
以降に発生する相続に適用されます。1012条
は、2019年7月1日以降に遺言執行者となる者に
適用されます（附則8条1項）。

（2）特定遺贈がされたときの遺言執行者の権限
　　特定遺贈がなされた場合、第一義的には相
続人が遺贈義務者となりますが、遺言執行者
がいる場合には、当事者適格を有するのは遺
言執行者に限られます（最判昭和43年5月31日
民集22巻5号1137頁）。改正法1012条2項は、
従来の判例法理を明文化する趣旨であり、実
質的な変更はありません。施行時期・経過措置
は、上記と同様です。

第３回「自筆証書遺言制度の見直し、遺言執行者の権限の
明確化等、相続人以外の者による貢献の考慮」
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相続法改正

１　はじめに
　　「連載：相続法改正」の第３回となる本稿では、
相続法改正のうち、自筆証書遺言制度の見直
し、遺言執行者の権限の明確化等、相続人以
外の者による貢献の考慮、の３点について、ご
説明させて頂きます（なお、改正法の各条文に
おける下線は筆者によります）。

２　自筆証書遺言制度の見直し

（１）自筆証書遺言の方式緩和
　　遺言者の意思の正確性を担保するため、自
筆証書遺言は厳格な要式行為とされています
が、他方で、あまりに厳格すぎると簡便性が損な
われてしまいます。本改正では、自筆証書遺言
の利用を促進するという趣旨から、遺言本文に
添付する財産目録について、要式性が緩和さ
れ、パソコンを利用したり、不動産の登記事項証
明書や預金通帳の写し等を添付したりすること
が可能になりました（部会資料24-2、21頁）。

　　施行時期・経過措置としては、2019年1月13日
以降に作成された自筆証書遺言に適用される
ことになります（附則6条）。

（２）法務局における自筆証書遺言の保管制度
　の創設（2020年7月10日施行）

　　上記改正と併せて、「法務局における遺言書の
保管等に関する法律（平成30年法律第73号）」
が制定され、自筆証書遺言の保管制度が創設
されました。
　　従前、自筆証書遺言については、公正証書遺
言とは異なり、法定の保管制度がなく、作成後
の紛失や隠匿又は変造のおそれがあるとされ
ていました。また、自筆証書遺言の存否を確認
する方法がなく、遺産分割終了後に自筆証書
遺言が発見されるなどして、相続人間で深刻な
紛争を生じさせる原因にもなっていました。

　　そこで、今般、自筆証書遺言の保管制度が創
設され、2020年7月10日より、法務局の所管のもと
で、運用が開始されることになりました。本制度
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第1050条（特別の寄与料請求権）
１　被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供を
　したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別
　の寄与をした被相続人の親族（相続人、相続の放棄をした者
　及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を
　失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。）
　は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じ
　た額の金銭（以下この条において「特別寄与料」という。）の支
　払を請求することができる。
２～５　（略）

第1016条（遺言執行者の復任権）
１　遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせる
　ことができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思表示を
　したときは、その意思に従う。
２　（略）

第1013条（遺言の執行の妨害行為の禁止）
１　遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分そ
　の他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2　前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これ
　をもって善意の第三者に対抗することができない。
3　（略）

　遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金
　の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申
　入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預
　貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4　（略）
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がいる場合には、当事者適格を有するのは遺
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質的な変更はありません。施行時期・経過措置
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（3）特定財産承継遺言がされたときの遺言執行者の権限
　ア　特定財産承継遺言（いわゆる「相続させる」旨の遺言）に
　　関する遺言執行者の権限

　　　「相続させる」旨の遺言とは、「遺産のうち甲土地をＡに
　相続させる」のように、特定の遺産を特定の相続人に相続
　させる旨の遺言をいいます。

　　　従前、不動産登記実務上、「相続させる」旨の遺言につ
　いては、受益相続人が単独で登記申請することができるこ
　とから（不動産登記法63条2項）、当該不動産が被相続人
　名義である限り、遺言執行者は登記手続をすべき権利も義
　務も有しないとされていました（最判平成7年1月24日民集
　174号67頁）。

　　　本改正では、従来の判例法理が変更され、不動産登記
　についても、遺言執行者が単独申請をして、遺言に基づく
　権利変更登記をすることができるようになりました。なお、従
　前通り、受益相続人による単独申請も引き続き可能です。

　イ　対象財産が預貯金債権である場合
　　　遺言執行者がいる場合、受遺者等に当該預金債権の対
　抗要件を具備させた上で受遺者等が自ら預金債権を行使
　するよりは、遺言執行者に預金債権の払戻権限を認め、遺
　言執行者に引き出した預金の分配まで委ねる方が簡便で
　あり、また、受遺者の通常の意思に合致する場合が多いと
　考えられます（中間試案補足説明52頁）。

　　　上記趣旨から、本改正では、「相続させる」旨の遺言の対
　象財産が預貯金債権である場合は、遺言執行者は上記対
　抗要件具備行為のほか、当該預貯金の払戻しの請求及び
　その預貯金に係る契約の解約申入れをすることができる旨
　の規定が新たに設けられました。

　ウ　施行時期・経過措置
　　　2019年7月1日以降に発生する相続に適用されます。1014
　条2項～4項は、2019年7月1日以降に作成された「相続させ
　る」旨の遺言にかかる遺言執行者による執行に適用されま
　す（附則8条2項）。

（4）遺言執行を妨害する行為をした場合の効果
　　遺言執行者がある場合に、相続人が執行を妨げる行為を
した場合、その効力は無効となります（最判昭和62年4月23日
民集41巻3号474頁）。改正法1013条2項は、従来の判例法理
を明文化する趣旨です。もっとも、第三者の取引安全を図る趣
旨から、「善意」の第三者は保護されます。従前、遺言執行者
の関与なく相続人に預貯金を払い戻した場合、債権の準占有
者への弁済（民法478条）として処理され、善意無過失が要求
されたのに対して、改正法では善意で足り、金融機関に有利
な内容となっています。
　　施行時期・経過措置としては、2019年7月1日以降に発生す
る相続に適用されます。

（5）遺言執行者の復任権
　　従前、遺言執行者は、遺言者がその遺言に反対の意思表
示をした場合を除き、やむを得ない事由がなければ第三者に
その任務を行わせることはできないとされていました。

　　しかし、十分な法律知識を有していない相続人にとって、遺
言執行が困難な場合もあることや、遺言の内容次第で遺言執
行者の職務行為の一部について利益相反の関係に立つ場
合もあることから、弁護士等の専門家に遺言執行を一任した
方が適切な処理が期待できる場合も考えられます。そこで、遺
言執行者の復任権が規定されました。

　　施行時期・経過措置としては、2019年7月1日以降に発生す
る相続に適用されます。1016条は、2019年7月1日以降に作成
された遺言にかかる遺言執行者の復任権に適用されます（附
則8条3項）。

4　相続人以外の者による貢献の考慮

（１）改正の趣旨
　　旧法では、寄与分（904条の2）が相続人にしか認められて
いなかったため、相続人以外の者の貢献を考慮し、相続にお
ける実質的公平を図る観点から、寄与行為をした相続人以外
の者にも一定の財産を取得させる制度が設けられました。

（２）特別の寄与制度の要件
　　特別寄与料を請求し得る者は、法制審議会における議論
の末、「被相続人の親族」（６親等内の血族、配偶者、３親等
内の姻族をいいます。）と規定されました。

　　特別の「寄与」は、無償の労務提供に限られます（療養看
護は例示）。財産上の給付は認められません。

　　「特別」の寄与の意味について、立案担当者によれば、貢献
の程度が一定程度を超えることを要求する趣旨であると説明さ
れていますが（部会資料23-2、23頁、第23回議事録7頁）、具体
的な認定基準については、今後の実務の積み重ねによります。

（3）行使期間
　　行使期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知っ
た時から6か月間、相続開始の時から1年間とされています（除
斥期間）（1050条2項但書）。

（4）施行時期
　　2019年7月1日から施行されます。
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